
 神奈川県共同募金会 2007 年度助成事業  

 

 

 

災害時要援護者情報の共有化に関する 

自治体アンケート調査報告書 

 

2008 年 3 月 

 

 

 

 

 

              特定非営利活動法人 参加型システム研究所  

［事務局］〒231-0006 横浜市中区南仲通 4-39 石橋ビル 4F 
           Tel.045-222-8720 Fax.045-222-8721 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

当研究所は要援護者情報の共有化の現状と課題を把握するため、神奈川県共同募

金会の助成を得て、以下のとおり全国の自治体を対象としたアンケートを行った。 

 

○調査時期  2007 年 9 月 

○調査対象  全国の市及び特別区（804 団体） 

○調査方法  郵送による 

○回答件数  531 件（回答率 66.0％） 

○調査主体  NPO「参加型システム研究所」 

○調査協力  NPO「情報公開クリアリングハウス」 

 

 この報告書はアンケート回答団体への報告を目的としたもので、調査結果の概要と集

計結果だけを掲載したダイジェスト版である。同時に実施した町内会・自治会アンケート

及び自治体ヒアリングの結果等を含む調査研究の全体については、調査報告書『災害

時要援護者の支援に向けて―情報の共有化の現状と課題』（2008 年 3 月発行）を参照

していただきたい。 
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○調査結果の概要 

 

①取り組みの状況 

 

自治体における取り組みの状況は以下のとおりである。「すでに共有化を始めている」

と回答した自治体が 22.6％（120 団体）に対して、「現在、準備中である」と回答した自治

体が 69.3％（368 団体）である。要援護者情報の共有化に向けた取り組みが進んでいな

いことが明らかになった。 

 

［図表 5］共有化への取組状況（自治体アンケート・単純集計） 

 

準備中の団体に対して準備の状況をたずねたところ、28.3％（104 団体）が「共有化す

る名簿・台帳等の作成」をしていると回答している。共有化する要援護者情報の整理が

進んでいることから、今後、徐々に共有化に向けた取り組みが広がっていくと思われる。ま

た、準備の具体的な内容に関する記述は、「先進事例の収集」、「プラン・マニュアルづく

り」、「住民との話し合い」、「モデル事業の実施」、「要援護者情報の収集」に分けて整理

できる（巻末資料①参照）。 

なお、「今のところ取り組む予定はない」と回答した自治体も 8.1％（43 団体）ある。理

由をたずねたところ、72.1％（31 団体）が「個人情報保護制度上の疑義がある」と回答し

ている。前述のように、個人情報保護の論点を理解すれば、いずれ「疑義」は解消するは

ずである。 
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②共有化の内容 

 

共有化の内容について、要援護者と共有化の範囲については「２．用語の定義」で説

明した。簡潔にまとめれば、多くの自治体が一定の要件（一人暮らし、要介護３以上、障

害２級以上など）に該当する高齢者と障害者を要援護者としている。また、共有化の範

囲については、共有化の方法または本人同意の有無によって異なり、本人同意があると

きは自主防災組織等の地域団体への提供が行われている。 

ここでは、共有化する要援護者情報の内容について取り上げる。 

 

［図表 6］要援護者情報の内容（自治体アンケート・単純集計） 
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基礎的情報：要援護者の住所、氏名、年齢、連絡先

健康状態：要援護者の介護、障がいの状況

世帯情報：要援護者の家族の氏名、連絡先

その他

 

 

すでに共有化に取り組んでいる自治体（120 団体）にたずねたところ、以上の結果を得

た。要援護者の所在を把握するのが共有化の目的なので、基礎的情報がほぼ 100％の

119 団体なのは当然である。注目すべきは「健康状態：要援護者の介護、障害の状況」

が 78 団体（65.0％）にとどまったことである。 

これらの情報は取り扱いに注意を要するセンシティブ情報であることから、不必要に収

集し、共有化すべきでないと考えたとのかもしれない。しかし、要援護者の避難支援を考

えると、介護・障害の具体的な内容はともかく、「車いす」や「つえ」の使用など避難支援

に必要な情報を共有化する必要はある。 

必要性があるにもかかわらず要援護者情報に盛り込まれていないのは、共有化の範

囲や方法に原因があるのではないかと考えクロス集計を試みてみた。しかし、結論から言

えば、両者に相関関係はなかった。健康状態を除外する自治体（42 団体）のうち、本人
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同意を必要としない「関係機関共有方式」は 6 団体（14.3％）だけで、他は「手上げ方

式」、「同意方式」、併用方式で、いずれも本人同意を得て共有化している。 

なお、共有化の効果についてたずねたところ、要援護者の「避難支援」をあげた自治

体が 102 団体（85.0％）あった。これとのクロス集計も試みたが、健康状態を除外する自

治体（42 団体）のうち、「避難支援」を共有化の目的にあげたのが 34 団体（81.0％）あり、

この点でも有意差はなかった。 

「避難支援」に必要な情報であるならば、本人に共有化の目的や方法をしっかり説明

した上で、同意を得て進めていけば良い。ところが、本人同意を得ているにもかかわらず、

「避難支援」に必要な情報を共有化できていない自治体がある。この点でも、要援護者

情報の共有化をめぐる「混乱」がみられる。 
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③共有化の方法 

 

内閣府の整理によれば、要援護者情報の共有化には「関係機関共有方式」、「手上

げ方式」、「同意方式」の三つの方法がある。すでに共有化に取り組んでいる自治体

（120 団体）は、どの方法を採用しているかをたずねたところ、以下の回答を得た。 

 

［図表 7］共有化の方法（自治体アンケート・単純集計） 

 

 

 

 

 

 

しかし、それぞれの方式を単独で採用する場合だけでなく、複数の方式を併用して採

用する場合もある。これだけでは共有化の方法の実態がわからないので、クロス集計をし

て以下のように共有化の方法の内訳を整理・表現することとした。 

 

［図表 8］共有化の方法の内訳（自治体アンケート・クロス集計） 

種種別別  方方法法  回回答答数数  割割合合  

関関係係機機関関共共有有方方式式  1188 1155..00%% 

手手上上げげ方方式式  2299 2244..22%% 単単独独  

同同意意方方式式  3333 2277..55%% 

関関係係機機関関共共有有・・手手上上げげ  55 44..22%% 

関関係係機機関関共共有有・・同同意意  1122 1100..00%% 

関関係係機機関関共共有有・・手手上上げげ・・同同意意  22 11..77%% 
併併用用  

手手上上げげ・・同同意意  1199 1155..88%% 

そそのの他他  22 11..77%% 

  

これによれば、全体の 2/3 が単独、1/3 が併用である。本人の同意を不要とする「関係

機関共有方式」単独が 18 団体（15.0％）だった。残りは何らかの形で本人の同意を得て

おり、個人情報保護を重視する自治体の姿勢が浮き彫りになった。 

また、内閣府が以下のようにして“推奨”してきた関係機関共有方式と同意方式との併

用は、12 団体（10.0％）にとどまっている。 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 関係機関共有方式 37 30.8%

2 手上げ方式 55 45.8%

3 同意方式 66 55.0%

4 その他 4 3.3%
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［資料］関係機関共有方式と同意方式との併用に関する記述 

市町村は、要援護者情報の収集・共有に関しては、まず、関係機関共有方式により

対象とする要援護者の情報を共有し、その後、避難支援プランを策定するために必要

な情報をきめ細かく把握するため、同意方式により本人から確認しつつ進めることが望

ましい。 

（内閣府・災害時要援護者の避難対策に関する検討会『災害時要援護者の避難支援

ガイドライン』2006 年 3 月） 

 

併用を採用する自治体の中では、手上げ方式と同意方式との組み合わせがもっとも

多く 19 団体（15.8％）にのぼる。同意方式だけで十分で、“屋上屋を重ねる”方策は不要

にも思える。しかし、一般的に同意方式はコスト（説明し同意を取り付けるために必要な

労力と時間）がかかるため、これを抑制するため対象範囲を限定する。それにより対象外

とされた住民の“受け皿”として、手上げ方式が利用さたれたと思われる。 
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④情報の管理 

 

前述のように、個人情報保護条例は、提供先に個人情報保護措置を講じさせることを

自治体に求めている。すでに共有化に取り組んでいる自治体（120 団体）が、要援護者

情報の提供先となる団体や個人に対してどのような措置を講じさせているかについてた

ずねたところ、以下の回答を得た。 

 

［図表 9］情報の安全管理（自治体アンケート・単純集計） 
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もっとも多い回答は「その他」で、その具体的な内容に関する記述を巻末資料①に整

理し、掲載した。 

「その他」の内容として「条例等による保護」や「守秘義務による保護」があげた自治体

がある。これは、行政内部の共有化や民生委員に対する提供については法制度上の情

報管理が担保されている為、回答の選択肢にある「協定」、「規程」、「研修」等まで不要

との趣旨である。 

一方、自主防災組織等の地域団体との共有化を行っている場合は、どのような措置を

求めているのか。上の単純集計だけではわからないので、クロス集計を行って現状を把

握することとした。 

以下は、自主防災組織等の地域団体と共有化している自治体（63 団体）における回

答である。なお、このうち、何の措置も講じていない（無回答）の自治体が 2 団体あったこ

とを付記しておく。 
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［図表 10］情報の安全管理／自主防災組織等（自治体アンケート・クロス集計） 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 協定等による安全管理に関する取り決め 22 34.9%

2 安全管理措置に関する規程の整備 8 12.7%

3 安全管理や個人情報保護に関する研修の実施 10 15.9%

4 その他 29 46.0%

 

そして、これと比較するため、行政内部や民生委員とだけ共有している自治体（57 団

体）における回答を以下に示した。 

 

［図表 11］情報の安全管理／行政機関・民生委員（自治体アンケート・クロス集計） 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 協定等による安全管理に関する取り決め 12 34.9%

2 安全管理措置に関する規程の整備 7 12.7%

3 安全管理や個人情報保護に関する研修の実施 6 15.9%

4 その他 31 46.0%

 

共有化の範囲が異なるにもかかわらず、二つの表に大きな違いがないことが最大の問

題である。自主防災組織等の地域団体は、行政機関内部や民生委員とは異なり、守秘

義務等の義務を負っていない。情報の安全管理の“担保”がないからこそ、「協定」、「規

程」、「研修」等で情報管理を徹底すべきだと思われる。つまり、本来であれば、［表 4］の

回答数や割合が［表 5］をかなり上回る数値を示すべきだが、回答はそうなっていない。 

もちろん、自主防災組織に対する説明や要請は行われているはずだが、情報の安全

管理を徹底するには、提供先との間で安全管理に対する取り決めをきちんと行うとともに、

提供先における規程の整備など安全管理態勢の強化を求めなければならない。また、そ

れらのルールを周知徹底するための研修も欠かせない。自主防災組織の中核となる町

内会・自治会における情報管理の実態を考えると、提供する側が具体的な措置を求め

ないと事態は改善されないと思われる。 
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⑤情報の活用 

 

要援護者情報の共有化は手段であって目的ではない。共有化された情報が活用され

なければ、コストをかけて共有化する意味がない。そこで、すでに共有化に取り組んでい

る自治体（120 団体）で、要援護者情報をどのように活用しているかをたずねた。 

 

［図表 12］情報の活用（自治体アンケート・単純集計） 
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要援護者情報を参考に地域で避難計画を作成した

要援護者参加の避難訓練を実施し、活用した

災害時に要援護者の安否確認、避難支援に活用した
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目立つのが「現在のところ、特に活用していない」との回答が 43 団体（35.8％）もあった

ことである。この施策が比較的に新しく、取り組みを始めて間もない自治体も多いことから、

現段階では情報の活用にまで至っていない面もある。しかし、全体の約 1/3 が要援護者

情報を活用していないという結果は相当に深刻である。 

要援護者は自力で非難できないため、地域で支援者を選定するなど具体的な避難支

援方法を含めた計画作りが必要だ。しかし、これも 15 団体（12.5％）にとどまっている。ま

た、要援護者が参加した避難訓練の実施も 22 団体（18.3％）しかない。現状のまま大規

模震災が発生した場合は、せっかく共有化した要援護者情報を活用できないおしれがあ

る。 

なお、「その他」として、消防、民生委員、地域による活用例をあげた自治体も 47 団体

ある。これらの経験を共有化し、支援態勢の整備を含めて、要援護者情報を活用できる

態勢を強化していかなければならない。 
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○集計結果 

 

［共有化への取り組み状況］ 

 

問１ あなたの自治体における「共有化」への取り組み状況をお教えください。 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 今のところ取り組む予定はない 43 8.1%

2 現在、準備中である 368 69.3%

3 すでに共有化を始めている 120 22.6%

 

今のところ取り組む予
定はない
8.1%

現在、準備中である
69.3%

すでに共有化を始め
ている
22.6%
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［取り組む予定がない理由］ 

 

問２ 「今のところ取り組む予定はない」と回答した理由は何ですか。 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 共有化の必要性が少ない 2 4.7%

2 必要性を認めるが、個人情報保護制度上の疑義がある 31 72.1%

3 必要性を認めるが、共有化のコストが大きい 6 14.0%

4 他に優先すべき課題がある 7 16.3%

5 その他 6 14.0%
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○「その他」についての主な記述 

・ 災害時に関係部署から情報を提供してもらう予定になっているから。 

・ 災害時要援護者名簿を本市では作成していない。 

・ 地域における防災ネットワークづくりを進めている。 

・ 要援護者に対する地域支援体制は重要な課題であり、災害時要援護者情報の共有

化については現在、福祉部門で内部協議に入ったばかりで、今後、防災部門を含めた

市としての取り組みを検討していく。 
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［共有化に向けた準備の状況］ 

 

問３ 共有化に向けてどのような準備を進めていますか。（複数回答） 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 関係資料の収集 179 48.6%

2 関係機関・部署との協議 289 78.5%

3 個人情報保護運営審議会・審査会等への諮問 46 12.5%

4 共有化する名簿・台帳等の作成 104 28.3%

5 その他 29 7.9%
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○「その他」についての主な記述 

 

①先進事例の収集 

・ 県内の先進団体を視察した。 

・ これから先進地の状況を調査、検討している。 

・ 先進事例の情報収集をしている。 

 

②プラン・マニュアルづくり 

・ 災害時要援護者避難支援プランを作成中である。 

・ 要支援者マニュアル作成のための作業を開始するところである。 
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・ 災害時要支援者支援マニュアルを作成し、名簿も作成中である。 

・ マニュアル等を作成した 

・ 提供する団体、共有化する情報の範囲について検討中である。 

 

③住民との話し合い 

・ 協力関係団体（自治会、民生児童委員協議会等）との協議をしている。 

・ 自主防災組織及び消防団への説明会を実施した。 

・ 民生委員会、自治会への説明をした。 

・ 障害者など当事者団体の会議の場で説明と協力を呼びかけた。 

 

④モデル事業の実施 

・ 防災モデル地区推進事業を実施し、支援体制を構築中である。 

・ H19.9.1 からモデル事業を実施中である。 

・ 一部地域のみモデル的に共有化を始めている。全体的な取り組みについては、検討・

準備中である。 

 

⑤要援護者情報の収集 

・ 民生委員による情報収集をしている。 

・ 名簿登載を希望する者からの申請の受付等をしている。 

・ 対象者からの共有化に対する同意取りつけ作業をしている 

 

⑥その他 

・ 県と県内市町村でワーキンググループを設置し検討中である。 

・ 都より指針が示されたことで、共有化について検討を行うこととしている。 

・ 県健康福祉部より通知があったばかりで、関係各課へ回覧したところである。 

・ 個人情報審議会長への資料を提供した。 

・ 2 年以内の取組予定だが、現在具体的準備は進んでいない。 

・ 担当部署が業務の関係で進まない。 

・ 要援護者名簿は福祉部局と総務部防災担当と内部で共有しているが、関係機関への

提供はしていない。現在運用時を検討中である。 



 １３

［要援護者の範囲］ 

 

問４ 共有化の対象となる要援護者の範囲をお教えください。 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 要介護認定を受けた者 81 67.5%

2 一人暮らしの高齢者 97 80.8%

3 高齢者だけで暮らす世帯 76 63.3%

4 身体障がい者 89 74.2%

5 知的障がい者 81 67.5%

6 精神障がい者 54 45.0%

7 その他 52 43.3%

 

81

97

76

89

81

54

52

0 20 40 60 80 100 120

要介護認定を受けた者

一人暮らしの高齢者

高齢者だけで暮らす世帯

身体障がい者

知的障がい者

精神障害者

その他

 

○「その他」についての主な記述 

・ 寝たきりの高齢者 

・ 難病患者・特定疾患認定者 

・ 妊産婦 

・ ひとり親世帯の児童 

・ 災害時に自力での避難に不安を感じる者 

・ 日本語がわからない外国人 



 １４

［要援護者情報の内容］ 

 

問５ 共有化している要援護者情報の内容をお教えください。 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 基礎的情報：要援護者の住所、氏名、年齢、連絡先 119 99.2%

2 健康状態：要援護者の介護、障がいの状況 78 65.0%

3 世帯情報：要援護者の家族の氏名、連絡先 61 50.8%

4 その他 28 23.3%
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○「その他」についての主な記述 

・ 加入している自主防災組織等の名称 

・ 担当している民生委員名 

・ 地域支援者の住所、氏名、間柄、TEL 

・ 避難に際して配慮が必要な事項 

・ 主治医、住宅の見取り図等（本人の了解のあった事項） 



 １５

［共有化による効果］ 

 

問６ 共有化にどのような効果を期待していますか。 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 災害時の安否確認に活用できる 113 94.2%

2 災害時の避難支援に活用できる 102 85.0%

3 被災後の生活支援に活用できる 45 37.5%

4 災害に対する要援護者の不安を解消する 52 43.3%

5 その他 15 12.5%
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○「その他」についての主な記述 

・ この制度を通じて地域全体での見守りやコミュニティを活性化する。 

・ 災害時要援護者と近隣住民とのコミュニケーションを構築する。 

・ 地域での普段からの見守りに活用できる。 

・ 近隣住民の互助により災害時における要援護者の支援体制を確立し、住民が住み慣

れた地域内で安心して生活できる環境を整備する。 

・ 消防緊急情報システムに入力し、119 番通報時の早期場所確定及び出動隊への活動

支援情報として活用できる。 

 



 １６

［共有化の範囲］ 

 

問７ 現在、どの範囲で共有化をしていますか。 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 行政機関内部（関係部署間）での共有化 87 72.5%

2 民生委員への提供による共有化 85 70.8%

3 自主防災組織等の地域団体への提供による共有化 63 52.5%

4 その他 40 33.3%
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  ○行政機関内部（関係部署間）での共有化の例（自由筆記） 

・ 福祉-防災・危機管理 

・ 福祉－消防本部 

・ 福祉-防災・危機管理担当－消防本部 

 

  ○「その他」についての主な記述 

・ 警察署 

・ 社会福祉協議会 

・ 地域包括支援センター 

・ 赤十字奉仕団、障害者ボランティア 



 １７

［共有化の方法］ 

 

問８ 現在、どのような方法で共有化をしていますか。 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 関係機関共有化方式 37 30.8%

2 手上げ方式 55 45.8%

3 同意方式 66 55.0%

4 その他 4 3.3%
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○「その他」についての主な記述 

・ 個人情報保護運営審議会の答申を受けて構築した消防総合情報システムによる消防

局、消防署間の共有している。 

・ 要援護者本人の同意を得ずに平常時から福祉部局の情報を防災部局で共有してい

る。 

・ 関係部局（福祉救護班）・消防署では、手上げ者以外の 65 歳以上一人暮らしについ

ても、電子データで共有している。 

・ 平成７年より民生委員には情報を提供している 

・ 民生委員が該当者に説明し、同意された方のみピックアップして共有化している。 

・ 同意方式だが、ケアマネ等の戸別訪問により意思確認している。 

・ 手上げ方式、同意方式については地域に委ねている。 



 １８

［情報の安全管理］ 

 

問９ 共有化した要援護者情報の安全管理のため、どのような措置を講じていますか。 

 

№ 回答内容 回答数 割合 

1 協定等による安全管理に関する取り決め 34 28.3%

2 安全管理措置に関する規程の整備 15 12.5%

3 安全管理や個人情報保護に関する研修の実施 16 13.3%

4 その他 60 50.0%
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○「その他」についての主な記述 

 

①条例等による保護 

・ 個人情報保護条例及び情報セキュリティポリシーにより措置を講じている。 

・ 行政機関内での情報共有であり、個人情報保護条例に基づいて情報の安全管理を

実施している。 

・ 要綱により提供先と安全管理を行っている 

 

②守秘義務による保護 

・ 外部提供先は民生委員のみで、守秘義務が確保されているため、提供に際して誓約

書等は求めていない。 




